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研究成果の概要（和文）：人権論に関しては，国際人権条約機関の意見と国内裁判機関との関係を解明し，また
国際的な家族関係をめぐる新たな法的課題に対応する手法について検討した。公法理論に関しては，グローバル
化が公法学のパラダイムにとってどのような影響を与えているかを解明した。行政法では，行政過程における民
主主義的正当性を解明した。刑事法では，各国の文化的・宗教的相違をふまえた法規制のあり方を検討した。商
事法では，国家法に代替する秩序について検討した。基礎理論では，比較衡量こそ現在グローバル化している法
的思考様式であることを明らかにした。グローバル化の下の法学教育については，法整備支援・教育の意義を明
らかにした。

研究成果の概要（英文）：With respect to human rights theory, we examined the relationship between 
International human rights treaty organizations and domestic jurisdictions, and the legal methods 
available for responding to new legal issues surrounding international family relations. As for 
public law theory, we examined how globalization is influencing public law paradigms. In 
administrative law, we examined "democratic legitimacy" in administrative process. In terms of 
criminal law, we examined how laws and regulations differ between each country based on culture and 
religion. As for commercial law, we examined orders that can substitute state orders. In relation to
 jurisprudence, we discussed how the balancing of interests is dominating legal thinking in a 
globalizing world. As for legal education under globalization, we discussed the significance of 
supporting legal and judicial reform, and that of legal education provided by Japan to other Asian 
countries. 

研究分野： 憲法学
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様 式 Ｃ－１９，Ｆ－１９－１，Ｚ－１９，ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 グローバル化社会の進展に伴う主権国家
の地位低下は，ラディカルな「法の変容」を
もたらしつつある。(a)従来,公法は領域によ
って地理的に区切られた主権国家の最高規
範である憲法を頂点として，憲法規範の枠内
で民主的正統性を有する議会が制定した法
律に依拠して，国家の統治作用を法的に統制
するという考え方が支配的であった。ところ
が統治の対象のグローバル化に伴って，この
ような規範的枠組がかなり相対化し，憲法＞
法律＞省政令等という形で一元的に構成さ
れていた法秩序が，その法秩序の外部からの
＜法の入力＞によって開放化を余儀なくさ
れてきている。具体的にいえば，環境，貿易，
スポーツ，インターネットなど諸々の領域で，
国際的な公私の機関が各国政府に代わって，
あるいは各国政府の連携に基づいて，行政活
動に類似した公益管理作用（グローバル・ガ
バナンス）を担うようになっている。従来こ
のような現象は国際法による規律の対象と
考えられてきたが，今日では国内公法に由来
する原理（説明責任，透明性，適正手続等）
に基づく規律を及ぼす必要性が高まってい
る。(b)刑事法の領域では，従来の国際条約締
結を契機とする国内法整備の次元を超えて，
国際刑事裁判所が重要な問題を提起してい
る。同裁判所の罰則の定義規定には日本刑法
に存在しないものもあるが，このような定義
に含まれる行為は国際的刑罰権の対象とな
っており，請求があれば日本は被疑者を国際
刑事裁判所に引き渡す義務を負っている。ま
た，「ジェノサイドの罪」やヘイト・スピー
チについては「全ての者の国外犯を処罰す
る」との規定を有する国も多く，日本国内で
行われた行為が外国法上の犯罪を構成する
事態となっている。(c)取引法に関しては，主
権国家は，一般に国内の取引を前提に自国の
経済・社会政策を目的として法を制定する。
国家法では，国際取引の専門性・迅速性の要
請や当事者のニーズに十分応えられないた
め，非国家的アクターによるグローバルな規
範形成が進んでいる。加えて，資本市場の信
頼を得るための会社法制の実現がグローバ
ルな課題となる中で，企業会計の領域におけ
る国際的コンバージェンスの進展により，会
社の計算のルール作りは日本法に独自の仕
方で行うことは不可能となっている。(d)家族
法の領域では，日本のハーグ子奪取条約の批
准に見られるように，国際的家族形成へのグ
ローバル・スタンダードによる対応が迫られ
ている。その一方で，グローバル化に伴って
重国籍者が増え，少数民族や宗教共同体がマ
イノリティー集団として登場する中で，国家
法としての本国法や常居所地法による規律
では対応できず，宗教規範や慣習規範等の考
慮の必要が生じる場面も増加している。(e)
このような国内法の変化は，国際法の構造変
容に対応している。国内社会において国際法
の受範者たる個人を規律すること自体を目

的とする国際法規範（国際人権法，国際刑事
裁判所規程）が登場し，そのような国際法規
範はそれぞれ判断審級を装備するようにな
り，具体的な事案に対する判決・決定や具体
的な法関係に対する行政作用を及ぼす法的
判断を行うようになっている。 
 以上のような「法の変容」に対して学際的
な共同研究によって変容の全体構造を解明
し，従来の法思考のあり方を再考しつつ，法
学の様々な課題を横断的視座から究明する
ことは急務であり，さらに，その研究成果を
踏まえて，法学教育の今日的なあり方を再検
討することが必要となる。 
２．研究の目的 
 (1)「法の変容」は，主権国家のあり方およ
び法の把握の仕方に関する新たな視座を模
索する必要性を生じさせている。この点，「主
権国家の地位低下」について，法社会学的視
点からは，グローバル化社会における現代／
ポストモダンの法について平面的な「場」全
体を覆う力の流れとして把握する可能性が
あり得る。それによって，実定法学の解釈・
適用にも示唆を与えることのできる主権国
家のあり方についての把握を試みることが
課題となる。具体的には，従来の法的思考が，
そのインテグリティーに対する「信仰喪失」
を経験しつつあることを踏まえて，このよう
な現代／ポストモダンの法思考がどのよう
な経路を経て伝播し，どのような回路を通じ
て各国で定着しているのか，について解明す
る必要がある。 
(2) グローバル化による「主権国家の地位低
下」が引き起こしている法源の問題に取り組
む。①人権問題については，例えば，2013
年 9 月 4 日の最高裁・非嫡出子相続分差別規
定（民法 900 条 4 号但書）の違憲決定は，比
較法の動向（フランス法やドイツ法の変化）
と並べて，自由権規約委員会や児童の権利委
員会が「懸念」や「法改正の勧告」を行った
ことを，明示的に新たな法的判断の根拠とし
ている。このように，従来は単なる外国法の
情報や外国における意見としてしか捉えら
れていなかった法素材が，多元的かつ複層的
な仕方で人権問題の法的解決にダイナミッ
クな影響を与えていることを直視し，それを
人権法源として理論化する試みが求められ
ている。さらに，マイノリティーを法的に保
護するために，国家法以外の宗教規範や慣習
規範を法源として取り込む可能性を検討す
る必要がある（西谷・業績 10）。②グローバ
ル・ガバナンスについては，国際機関の決定
が個人の法的地位に影響を及ぼす例（京都議
定書における CDM 認証）や，ある国の民事
法に基づいて設立されたに過ぎない非営利
法人が国際公益の管理を担う例（ISO）につ
いて，また国際取引やグローバル企業の進出
に伴う市場構造の変容やコーポレート・ガバ
ナンスのグローバル化がもたらす諸問題に
ついて，法源論を踏まえて，どのように根拠
づけるかを検討する必要がある。 



(3)犯罪の処罰のグローバル化は，極めて広範
な行為の犯罪化を引き起こし，表現の自由や
罪刑法定主義にとって脅威となる可能性を
秘めており，その限界づけを検討することが
求められている。 
(4)(1)-(3)で見た諸現象をどのような仕方で
法学教育に反映させるか，という問題が提起
される。従来の法学部教育で一般的であった
基本法（憲法・民法・刑法等）の分野別の体
系的講義は，従来の国家法を中心とする法分
類を前提に，基礎的な法的知識を能率的に教
育するためには最も優れた方法であった。し
かし，グローバル化によって「法の変容」が
もたらされている今日，日本法の体系を前提
としつつも，「法の変容」の全体像をも視野
に入れた法学教育を行うことが，現代におい
て真の意味でリーガルマインドを身につけ
た人材を育成するために必要不可欠である。
そのためにいかなる方法で法学教育を行う
かを改めて検討することも，急務である。 
 
３．研究の方法 
 2015 年度の主要な課題は，現在の日本が
「法の変容」期を迎えていることを踏まえ，
グローバル化に伴う「法の変容」の実像の正
確な測定を行うことである。そのために，主
権国家の存在を前提としない手続的法原理
によってグローバル化する行政の規律を図
る＜行政統制モデル＞や資本市場で信頼の
得られる＜会社モデル＞や＜「共通（公）法」
モデル＞など，現在の「法の変容」が示唆す
るモデルと現実に進行している事態を明確
に比較し，それを学際的に検証することが課
題となる。2016 年度および 2017 年度は，2015
年度の研究成果を踏まえて，「法の変容」の
今後の見通しを考察し，それに対応する法学
の課題の検討を行う，さらにそれらを踏まえ
た法学教育についての検討を行う。 
 
４．研究成果 

2015年度(1)人権論に関しては，2015年出
された夫婦同姓強制問題と再婚禁止期間に
ついて国際条約機関の意見が最高裁にどの
ように取り扱われているか，その問題点が
どこにあるかについて，グローバル化 社 会
における日本法の問題点として検討を加え
た。(2)公法理論に関しては，興津が，論文
「グローバル化社会と行政法」(法律時報 88
巻 2 号)を公表し，グローバル・ガバナンス
という事象に日本の行政法学説がどのよう
に応接しているか(いないか)という観点か
ら，グローバル化をめぐる日本の言説のあ
り方を批判的に検討した。(3)民法の領域に
関しては，アグリビジネスのグローバル化
をめぐる民事上の法律問題を検討した。具体
的には，種子に対する知的 財産権と農業者
のアクセス，土地の収奪に対抗するための慣
習法上の土地所有権に関する議論を取り上
げ，法的課題を明らかにした。(4)刑事法につ
いては，先端科学技術研究分野では，生命・

環境倫理の問題が，一国内にとどまらないグ
ローバルな対応を要請しているものの，各国
の文化的・宗教的相違も無視しえない。これ
らの分析をふまえた法規制のあり方を検討
した。(5)商事法の分野では，企業活動にか
かる法とグローバル化の関係について，企
業法務関係者に聴き取り調査を行った。対
外的な商取引は，資本自由化後，早くから
グローバル化(国際化)に対応したが，それ
を支えたのは，法学部出身の法務部員の知
識それ自体だけでなく，柔軟な思考と行動
力であることを解明した。(6)グローバル法
の基礎理論の領域では，アナリース・ライ
ルズ教授を招いての研究会において，同教授
の「コラボレーション」論に対するコメン
トを行った。それを通じて，分担者自身の
「法的思考」論に新たな意味を発見/付与す
ることができた。 
2016 年度(1)公法・人権領域においては，

グローバル化のなかの世界と日本の規範構
造の動態を把握するために，「グローバル
立憲主義」の理論状況を明らかにし，「国際
人権」「国内人権」の概念史を概括し，ASEAN
における人権観念の変遷を明らかにした。
また戦間期に形成された「国際民主主義」
思想が戦後日本の法思考にどのような影響
を与えたか，について検討した。国際家族
法及び国際人権法の観点からは，従来の国
際私法における準拠法の決定及び適用の手
法が，親子関係，ムスリム移民の家族関係の
規律などの新しい問題に対処するには不十
分であり，国際的な規範設定の必要性が生
じていることを明らかにした。行政法的見地
からは，「正統性」の概念に着目し，「行政過
程の正統性と民主主義」の意義を解明した。
(2)刑事法領域においては，1犯罪論の体系の
相違および法律・命令・指針といった規制形
式の相違と政策決定のあり方の関連性，2 社
会と法制度との望ましい結び付きを，法学
教育および市民の司法参加の局面から検討
した。(3)民商法領域においては，1シェアリ
ング・エコノミーの急速な普及による法の
変容について分析と検討を行い，取引法領
域において，事業者の規律を通じた取引秩
序の維持という国家の役割が揺るがされて
おり，国家法に代替する秩序が模索されて
いることを明ら かにした。2企業関連分野で
は，規範の名宛人である企業にとっては，
外国に進出した日本企業は，規範の内容が
不確定で諸規範の間 の整合性がかならずし
も保障されない状況下で営利目的を達成す
るべく活動してきたことを明らかにした。 
(4)基礎法学領域では，すべての法的言説を
政策に還元してしまう政策分析(比較衡量)
こ そ現在グローバル化している法的思考様
式であること，その基盤となるのが主権国
家ではなく「帝国」であることを確認した
うえで，「帝国」の構造を分析した。 
2017 年度基礎理論の分野では，現在グロ

ーバル化している法的思考=政策分析の法制



度的基盤を成すと目される「当事者対抗的リ
ーガリズム」について検討を行った。国際・
国内公法の分野では，グローバル化が公法
学のパラダイムにどのような影響を与える
かについて，検討を加えた。憲法の観点から
は，第二次世界大戦後の 支配的パラダイム
となった「国際的民主主義」の方法的実際的
含意について検討した。行政法の観点からは，
国際機関の民主的正統性について，民主主義
における正統性概念の分析を行い，国際社会
において公共的決定の正統性が保たれるた
めの条件を探求した。さらに，いかにして国
家間並びに国家及び非国家主体との規整権
限の分配を図り，グローバル・ガヴァナン
スを実現しうるか，を検討した。また人権
との関係では，「国際人権」「国内人権」
の概念史をヨーロッパ人権条約とその解釈
方法論の動向に照らして明らかにした。ヨ
ーロッパ各国のムスリム移民と多文化主義
をめぐる議論状況を踏まえながら，国際的
な家族関係をめぐ る新たな法的課題に対応
する手法について検討した。刑事法の分野
では，国際条約への国内法による対応に着
目した検討を進めた。また，民間団体レベ
ルの国際 的規制枠組みの構築における刑事
法的な保護法益論や利益衡量の役割を明ら
かにした。民・商事法の分野では，家族法に
関する最近の3つの最高裁合憲判決を比較検
討することにより，実質的には人類学で指
摘される日本の家族意識に沿う結論を出し
ている点で共通することを明らかにした。
グローバルに事業を展開する我が国の上場
企業の企業統治からみた，ビジネスにおけ
る効率性の追求と社会的要請への応答との
関係について，社会的価値を推進しようとす
る国際社会の動きに対する企業統治の観点
からの評価を踏まえて検討を加えた。グロー
バル化の下の法学教育について，アジア
法・法整備支援論教育の試みを総括し，その
意義を明らかにした。 
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